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序章 

日本は世界有数の火山国であり、111の活火山を抱え

ている。火山活動に伴う災害リスクは、地震や風水害と

並んで常に国民生活に隣接するリスクである。中でも富

士山は、その象徴的存在として国民に親しまれる一方、

首都圏に近接する最大級の火山災害リスクでもある。過

去の宝永噴火（1707年）においては、江戸にまで火山灰

が到達し、都市生活や農業に深刻な影響を及ぼした。現

代の首都圏は人口・経済・インフラが高度に集積してお

り、同規模の噴火が発生すれば影響は桁違いに拡大する

ことが容易に想定される。 

富士山はこの300年以上、噴火を起こしていない。こ

の長期休止は歴史的に見ても異例であり、安定を意味す

るのではなく、むしろ噴火の切迫性を示唆していると藤

井らは指摘する 1)。1980年代以降、富士山直下の深部で

は低周波地震が継続的に観測されており、マグマの活動

が現在も進行していることが裏付けられている。こうし

た科学的知見から、富士山噴火は「いつ起きてもおかし

くない」災害であるとの共通認識が形成されつつある

2)。 

それにもかかわらず、火山災害に対する社会的危機感

は、地震や台風といった他の自然災害に比べて著しく低

い。首都圏自治体の地域防災計画においても、火山噴火

に関する記述は限定的かつ表層的であり、具体的な対応

策が欠如している3)。火山災害が注目を浴びたのは2000

年前後の低周波地震群発に端を発するが、それも一過性

の関心にとどまった。火山災害を「風水害の延長」とし

て捉える傾向が依然として強く、長期的な都市機能障害

に備える視点は乏しい。 

こうした背景の下で、2001年に富士山ハザードマップ

作成協議会が設立され、学識者を含めた検討が始まっ

た。2002年には中間報告が提出され、噴火の可能性と影

響について一定の科学的知見が示された 4)。さらに2018

年には内閣府が「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワー

キンググループ」を設置し、2020年に報告書(以下、降灰

対策WG報告書)を公表した 5)。そこでは初めて、首都圏

における降灰影響を閾値を用いて定量的に評価し、鉄

道・道路・水道・電力など各インフラへの影響を明示し

た。 

しかし、当該報告書は具体的対策を十分に提示せず、

自治体の計画策定も進まなかった。2025年に公表された

最新の「首都圏における広域降灰対策検討会報告書（以

下、内閣府令和 7年報告書）」6)は、さらに「とどまる

方針」を基本戦略として掲げた。これは「住民が可能な

限り自宅にとどまり、備蓄を活用して生活を継続する」

という方針である。都市機能を維持し大量避難による交

通渋滞や混乱を避ける意図は理解できるが、大規模噴火

の際に起こるインフラ遮断、物流途絶、医療停止といっ

た実際の都市リスクに十分対応しておらず、現実性を欠

いている点が大きな問題である。とりわけ、都市生活者

の間には備蓄や住居条件に格差があり、要介護高齢者や

医療依存者などの「災害弱者」は、自宅にとどまること

が不可能である。また、仮置場や除灰体制が未整備であ

るため、たとえ在宅を続けても生活環境は急速に悪化す

る。このように「とどまる方針」は、実効性のない理論

上の選択肢に過ぎず、政策としては再検討が求められ

る。 

本研究の目的は、本研究は、政府による富士山噴火時

における首都圏の広域降灰対策の実効性を再検討し、火

山噴火後の復興へのレベルを下げるための政策につい

て研究を試みる。そもそも、多くの自治体では、政府の

方針に従い地域防災計画などを策定しており、政府が期

待する各自治体独自の計画は困難であることがわかっ

た。それゆえ、実践的な政策提言の有効性があると考え

る。具体的には以下の三点に取り組む。第一に、政府報

告書の分析を通じ、制度的・構造的な課題を抽出する。

第二に、自治体職員やインフラ事業者へのフィールド調

査を実施し、現場での認識や運用の実態を把握する。第
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三に、これらの知見を統合し、政策的・制度的改善策を

提示する。 

本研究の意義は三つある。第一に、国家・自治体の降

灰対応戦略を再評価し、現実的かつ実効的な対策像を構

築する視点を提供すること。第二に、「とどまる／避難

する」という二分法を超え、状況に応じた柔軟な危機管

理のあり方を模索すること。第三に、実務と接地したフ

ィールド調査を通じて、政策形成における理論と実践の

橋渡しを行うことである。これにより、学術的研究と政

策実務の双方に貢献することを目指す。 

論文の構成は次のとおりである。第1章では、火山災

害や都市防災に関する先行研究を整理し、都市レジリエ

ンス理論や柔軟避難の枠組みを理論的基盤として提示

する。第2章では、富士山噴火シナリオと広域降灰の被

害想定を整理し、社会的影響を具体的に示す。第3章で

は、現行政策の限界を課題として抽出する。第4章では、

自治体・事業者・専門家への調査を通じ、現場での課題

と運用上の障害を明らかにする。第5章では、抽出した

課題を踏まえ、実効的かつ柔軟な降灰対策を政策提言と

して示す。終章では、研究成果の意義と今後の課題を整

理する。 

以上のように、本研究は、従来の「とどまる」戦略の

非現実性を批判的に検討し、首都圏における広域降灰災

害への対応を制度的・政策的に再設計することを目的と

する。火山災害への備えが不十分な現状を踏まえ、首都

圏という超高密度都市構造において、都市レジリエンス

をいかに確保するかが問われている。本研究は、その問

いに対する一つの実証的アプローチである。 

 

第 1章 先行研究と理論的枠組み 

1.1 火山災害対応に関する研究動向 

 

近年の災害研究では、「レジリエンス」という概念が

重要な理論的基盤となっている。レジリエンスは、外的

ショックを受けても社会や都市システムが持続的に機

能し、回復・適応する力を指す。火山噴火のような長期

性・広域性を特徴とする災害においては、単なる初期被

害の回避ではなく、都市機能をいかに維持し続けるかが

大切な視点だが、災害発生時の急激な都市機能の低下を

いかに抑えるかが復旧復興の重要な鍵となる 7)。 

 

富士山噴火を含む火山災害に関する既往研究は、必ず

しも豊富ではない。藤井 8)は噴火が都市インフラへ与え

る被害を多角的に分析し、鎌田9)は南海トラフ巨大地震

との複合災害としてのリスクを提示した。隅田ら 10)は

農業・土壌への影響を明らかにし、大塚ら 11)は空調機

器への影響を、河内ら 12) は電気設備の保護を検討し

た。久保ら 13)は建築設備、枦ら14)は太陽光発電設備な

どへの影響分析も進められている。さらに廣井ら 15)は、

都市機能に着目し、いくつかの評価指標を用いて東京都

市圏における降灰影響を空間的に可視化した。 

一方で、鹿児島市では桜島を対象とした先進的研究が

積み重ねられ、火山防災専門官らによる監視・調査が継

続している。しかし首都圏の降灰リスクを正面から扱っ

た研究は限られており、とくに「政府方針としての在宅

避難の妥当性」を制度面・実務面の両方から検証した研

究は皆無に等しい。政策的研究においても、降灰対策

WG報告書や内閣府令和7年報告書が社会的影響の閾値

を提示したにとどまり、都市防災施策の具体化には結び

ついていない。 

 

1.2 都市レジリエンス理論と災害対応戦略 

 

日本の防災計画は、地震や津波に対して「避難」を基

本方針としてきた。他方、富士山噴火に伴う広域降灰に

ついては、近年の政府方針は「とどまる」を原則とし、

在宅避難を推奨する傾向が強まっている。この戦略は、

物流・電力・通信といった都市基盤が維持されることを

前提としており、大規模噴火時には非常に脆弱である。 

 

欧米の事例は異なる方向性を示す。たとえば 2010 年

のアイスランド・エイヤフィヤトラヨークトル火山噴火

では、航空網への影響を最小化するため柔軟な避難・移

動戦略が採られた 16)。「とどまること」を強制せず、

段階的な再移動を含めた適応的方策が実施された。この

事例は、都市レジリエンスの本質が「安全な場所にとど

まること」ではなく、「社会機能を持続させる柔軟性」

にあることを示している。 

 

また井口ら 17)の研究では、桜島の大噴火を想定し、

降灰下の環境は居住に適さず、インフラ障害・物流途絶・

通信断絶などが発生するため、在宅に依存する戦略は持

続困難であると警鐘を鳴らしている。特に首都圏のよう

に人口が集中し、物流依存度が極めて高い都市圏では、

鹿児島市以上の厳しい条件が想定される。 

 

1.3 在宅避難・柔軟避難の理論と実践 

 

火山灰は即時的な致死性を持たないが、時間経過とと

もに都市機能を深刻に損なう。水道・電力・通信などの

インフラ、交通機関、医療体制などが長期間にわたり麻

痺すれば、「在宅避難」の前提は容易に崩壊する。また、

火山灰は雨水と混じると固化し、除去が困難になるた

め、放置すれば状況はさらに悪化する。 

都市構造の高密度性、仮置場確保の困難、脆弱層の存

在は、「とどまる方針」を現実的でなくする。したがっ

て、降灰を単なる物理的除去対象ではなく、社会機能障

害の要因として捉える必要がある。避難を単線的な「逃

げる／逃げない」の二択ではなく、柔軟に段階的移動を

組み合わせる多層的戦略として設計する視点が不可欠



 

である。 

 

海外では、柔軟避難の考え方がすでに導入されてい

る。被害想定が小規模な場合は地域内での滞在を許容す

る一方、大規模な降灰や長期停滞が見込まれる場合は域

外避難を速やかに実施する。桜島でも噴火警戒レベルと

住民訓練を組み合わせ、噴火前段階から域外避難を想定

した体制が築かれている。これに比べ、首都圏の現行方

針は極めて硬直的であり、都市レジリエンスの理念と乖

離している。 

 

1.4 本研究の理論的立脚点 

 

以上の先行研究を踏まえ、本研究は以下の三つの理論

的立脚点を明確にする。 

 

第一に「都市レジリエンス理論」である。都市が外的シ

ョックを受けても持続的に機能するためには、制度的・

空間的柔軟性を備える必要がある。本研究は、都市シス

テムの耐性だけでなく、回復・適応の仕組みを制度面か

ら問う。 

 

第二に「広域避難と在宅避難の統合的理解」である。従

来の「避難する／しない」という二分法を超え、段階的

な避難戦略を位置づけることで、より現実的で実効的な

危機対応を構築する。 

 

第三に「社会的脆弱性論」である。高齢者や医療依存者、

社会的弱者は「とどまれない」存在であり、彼らを前提

にした政策構造を設計する必要がある。これは単なる社

会的配慮ではなく、都市全体の安全を確保するための要

件である。 

 

つまり本研究は、「とどまる方針」に内在する構造的

矛盾を理論的に明らかにし、柔軟で実効性ある広域降灰

対策の政策設計を目指すものである。 

 

第 2章 富士山噴火と首都圏降灰の影響 

2.1 富士山噴火のシナリオと想定被害 

 

富士山は過去に複数回の噴火を繰り返してきたが、と

りわけ宝永噴火は首都圏に甚大な降灰をもたらした事

例として知られる。気象庁や中央防災会議のシミュレー

ションでは 18)、風向・降雨条件により首都圏の広域に

灰が拡散するシナリオが提示されている。最悪の場合、

東京 23区を含む南関東一帯に数センチ以上の降灰が堆

積し、インフラ・交通・経済活動が深刻な影響を受ける

と分析されている。 

 

2.2 降灰が社会・経済に与える影響 

 

火山灰は単なる粉塵ではなく、ガラス質の鋭い粒子で

あり、吸引による呼吸器障害を引き起こす。さらに電気

を通す性質を持つため、送電設備・変電施設の短絡事故

を招く危険がある。降灰による被害は以下の分野に及ぶ

19)。 

 

交通機関 

鉄道では、集電装置やレールへ0.5ｍｍ程度のの付着

により運行が不可能となる。首都圏の鉄道網が停止すれ

ば、通勤・通学は全面的に混乱し、都市活動は大幅に制

約される。 

航空では、エンジン吸引による停止リスクが高いた

め、羽田・成田両空港の閉鎖が現実的に想定される。国

際物流・ビジネス活動への影響は計り知れない。 

道路交通は、視界不良とスリップ、排気系への詰まり

により混乱し、物流が途絶する。 

 

電力・通信 

送電線への付着による短絡事故、変電所への堆積によ

る機能停止が想定される。 

通信機器やデータセンターも冷却機能を失い、ネット

ワーク障害が広域化する可能性が高い。 

 

水道・下水道 

浄水場の濾過機能が降灰で麻痺し、安全な水供給が困

難になる。 

下水道は降灰が雨水と混じり固化し、排水機能を喪失

する。都市部では冠水や悪臭被害が発生する。 

 

医療体制 

医療機関は停電・断水・交通遮断により機能を大幅に

制約される。 

灰による呼吸器疾患患者の急増も見込まれ、医療逼迫

は必至である。 

 

経済活動 

サプライチェーンの分断は、国内経済のみならず国際

取引にも直結する。 

 

首都圏の金融機能が停止すれば、国際的信用の低下に

もつながる。 

 

2.3 首都圏の脆弱性 

 

首都圏は世界有数の人口集中地域であり、日常生活は

大量輸送・大量物流システムに依存している。そのため、

一度供給網が途絶すれば、数日で食料・燃料・生活物資

が不足する。とりわけスーパーやコンビニへの依存度は

高く、備蓄が数日分しかないという実態は、降灰による



 

物流停止時に大規模な社会不安を引き起こす要因とな

る。 

さらに、都市住民の多くは集合住宅に居住し、断水・

停電に対して脆弱である。エレベーター停止や排水不能

は生活を直撃し、高齢者や障害者など移動困難層に深刻

な影響を及ぼす。 

 

2.4降灰被害の量的スケールと処分課題 

富士山噴火による関東地方の推定総降灰量 約14億㎥ 

のうち、生活・経済インフラ上に堆積して除去が必要な

分は約 4.9億㎥であるとされ、これは東日本大震災の災

害廃棄物量の約 10倍に相当する 5)。この量を受け止め

る仮置場・処分場の確保、輸送手段の手配、処分方法の

法制度的整備などは、現状では極めて脆弱であり、課題

が山積している。東京都には現在、約100台道路スイー

パーがあり、それを活用しての幹線道路の除灰が行なわ

れる予定である。灰専用の車両でないが稼働すると仮定

して、3㎝の降灰除去に150日かかると試算した結果が

表 1である。なお、鹿児島市の規模であっても 60台の

灰専用の道路スイーパーによって徐灰をしており 、通

常の道路スイーパーでの徐灰は可能とする東京都の見

解とは大きな隔たりが本研究(第 4 章参照)から明らか

になった 。 

 

表1  東京都(島嶼部を除く)の幹線道路の除灰にかかる日数 

 

2.5 降灰時における「とどまる方針」の限界 

 

政府は首都圏において「原則在宅避難」を方針として

いるが、この前提はきわめて脆い。インフラが停止し、

物流が途絶した都市空間で長期間生活を維持すること

は不可能である。加えて、除灰体制の未整備、仮置場不

足、清掃人員の不足などにより、灰は都市機能を恒常的

に麻痺させる。 

「とどまる方針」は都市機能の維持と行政の混乱を避

ける目的で打ち出されたものであるが、現実には人々を

危険にさらすリスクを孕む。したがって、首都圏におけ

る降灰対応は、「とどまることを原則」とするのではな

く、柔軟に域外避難を組み合わせた段階的戦略へ転換す

る必要がある。 

 

2.6 本章の小括 

 

本章では、富士山噴火が首都圏にもたらす降灰リスク

の全体像を示した。降灰は単なる環境的問題にとどまら

ず、都市インフラ・経済・医療・社会秩序を根底から揺

るがす複合的危機である。現行の「とどまる方針」はそ

の現実に対応できず、むしろ都市レジリエンスを損なう

要因となる。本研究は、次章以降でこの矛盾を制度的視

点から明らかにし、政策提言へと結びつけていく。 

 

第 3章 制度的課題の整理 

3.1 国の方針とその前提 

 

政府は富士山噴火時の首都圏対策として「在宅避難を

原則」とする方針を打ち出している。背景には、数千万

人規模の域外避難を現実的に実行することが困難であ

るとの判断がある。しかし、この前提には二つの問題が

潜んでいる。 

第一に、在宅避難が成立するためにはインフラや物流

の最低限の維持が不可欠であるが、降灰による広範なイ

ンフラ障害を考慮すると、その前提自体が脆弱である。

第二に、「在宅」を強調することは、行政の避難誘導責

任を回避する側面を持ち、実際には市民に過大なリスク

を転嫁する構造となっている。 

 

3.2 地方自治体における対応の遅れ 

 

首都圏の自治体は、火山リスクを日常的に経験してい

ないため、降灰対策に関する危機意識が低い。各自治体

の防災計画 20)を比較すると、地震や風水害に比べ火山

災害に関する記述は薄く、具体的な除灰計画や仮置場の

確保も未整備である。 

さらに、自治体間の連携も不十分である。広域降灰は

複数自治体に同時に被害を及ぼすため、調整機関の設置

や役割分担が不可欠であるが、現行制度では都県境を越

えた実効性ある協議体は存在しない。結果として、住民

対応や資機材投入が分散し、効率性が著しく損なわれる

恐れがある。 

 

3.3 民間インフラ事業者の認識と課題 

 

電力・鉄道・通信・水道といった基幹インフラ事業者

は、各自の事業継続計画（BCP）を策定しているものの、

降灰を前提とした実効的対策は限定的である。例えば鉄

道事業者は、0.5ｍｍ以上の降灰で運行停止を余儀なく

されるが、その際の代替輸送手段や復旧手順は明確でな

い。 



 

 

3.4 東京都の試行と他自治体とのギャップ 

 

東京都は比較的早くから降灰対応の必要性を認識し

実証実験を行ってきた。具体的には、実際に灰をもちい

て道路に堆積した火山灰を道路スイーパーを使用して

清掃するシミュレーションなどである。そのうえで、「大

規模噴火降灰対応指針概要」を作成している 21)。 

また、東京都以外の県・市区町村では、同様の実証実

験すら実施されていない例が多く、首都圏全体としての

準備は依然として不十分である。東京都の取り組みが

「先進的事例」とされる一方で、周辺自治体との温度差

はむしろ拡大している。この断絶は、広域的な降灰対応

において致命的なボトルネックとなり得る。 

 

3.5 鹿児島市との対比 

 

桜島を抱える鹿児島市では、日常的な降灰を前提に自

治体と住民が対応体制を確立している 22)。例えば、除

灰作業のための予算が毎年計上され、仮置場の場所も事

前に指定されている。また、市民も火山灰袋を常備し、

清掃活動に自主的に参加する文化が根付いている。 

これに対し首都圏では、降灰が非日常であるため住民

のリテラシーが低く 23)、自治体側も恒常的な制度設計

を行っていない。鹿児島市の事例は、火山リスクを「例

外的災害」ではなく「日常的課題」と位置づける発想の

転換が不可欠であることを示している。 

 

3.6 統治構造の課題 

 

制度的課題の根底には、日本の防災ガバナンスの特性

が横たわる。災害対応はまず市町村に責任が置かれ、都

道府県がこれを補完し、国は後方支援を担うという原則

がある。しかし、首都圏の降灰のように広域的かつ長期

的な影響をもたらす災害において、市町村を基盤とした

対応枠組みは機能不全に陥りやすい。 

また、災害対策基本法や防災計画体系も、火山災害を

主に噴火口周辺の問題として捉えており、広域降灰によ

る都市インフラ麻痺を前提とした制度設計には至って

いない。結果として、首都圏における火山災害対策は、

責任主体の曖昧さと準備不足という二重の欠陥を抱え

ている。 

 

3.7 課題の総括 

 

首都圏における広域降灰対策の実効性を高めるため

には下記の課題が浮き彫りになった。 

 

・「移動できない人を生まない」ための予防的・段階的

な避難制度の整備 

 

・災害弱者に特化した域外避難と受け入れ自治体との

調整枠組みの制度化 

 

・広域自治体間の除灰・処分体制の連携強化と国主導の

財政支援の明確化 

 

・海洋投棄を含む最終処分手段について国際法と整合

した環境影響評価の枠組み 

 

・緊急時にも形骸化しない標準委託契約の策定と住民

との合意形成 

 

以上を踏まえ、5章ではこれらの課題に対応するため

の制度的・運用的な改革の方向性を具体的に提言する。 

 

第４章 フィールド調査に基づく実態分析 

4.1 調査の目的と方法 

 

本章は、富士山噴火時に想定される首都圏の降灰災害

について、自治体・インフラ事業者・交通機関などの対

応状況を把握し、国の方針との乖離を明らかにすること

を目的とする。2024年3月から2025年6月にかけ、11

機関・延べ50人に対する半構造化インタビューを行い、

計画と実務の差異を整理した。分析は都市レジリエンス

論・社会的脆弱性論の視点から進めた。 

 

4.2 調査対象と特徴 

 

東京都(危機管理監) 

降灰を地震防災枠組みに組み込み、発電機整備や電柱

地中化、塩害ガイシ導入を推進。桜島の灰を用いた実証

実験で道路清掃車の有効性を確認し、科学的知見を活用

している。 

 

埼玉県(危機管理防災部) 

「埼玉版FEMA」訓練で降灰を初めて議題化し、役割分

担表を整備したが、処理体制や財源確保は未整備であ

る。国の方針を参照しつつも、実装力に乏しい。 

 

山梨県(富士山科学研究所) 

車両走行実験により、降灰の厚さや含水率が交通機能

に決定的な影響を及ぼすことを指摘。科学的根拠に基づ

く交通障害予測の必要性を示した。 

 

陸上自衛隊(東部方面総監部) 

降灰対応の防災出動はほとんど訓練されておらず、政

府からの協議もないと回答。防衛・防災の接点が弱いこ

とが明らかとなった。 

 



 

鹿児島市(危機管理課) 

桜島を抱える経験から、専用除灰車両や「克灰袋」制

度を整備し、住民参加型の除灰体制を確立。東京都が「粒

子特性」を重視するのに対し、鹿児島市は「量の多寡」

を中心に対応しており、危機認識に差が見られた。ただ

し、大正噴火規模の降灰には対応困難との認識も共有さ

れていた。 

 

国土交通省(九州地方整備局大隅河川国道事務所桜島砂

防出張所) 

全島避難や港湾浚渫を経験しているが、通常噴火では

降灰被害は小規模と見なされ、大規模噴火時の例外的対

応にとどまっている。また、火山灰による土石流対策に

力を入れており、この知見は秀逸であった。 

 

4.3 インフラ事業者の対応 

 

東日本旅客鉄道株式会社(大宮支社安全企画ユニッ

ト) 

一定以上の降灰で無期限に全面運休する方針。安全確

認と除灰に時間を要し、再開の遅れが避けられない。他

社との横断的な協力体制は乏しい。 

 

埼玉高速鉄道(本社取締役室) 

国の報告書で拠点駅とされたが、その事実を把握して

いなかった。降灰対策も未策定で、国と現場の断絶が顕

著である。 

 

NTT東日本(埼玉支社防災課) 

通信維持のため移動基地局や非常電源を整備。降灰そ

のものよりも、輻輳や停電を脅威と認識している。能登

地震を踏まえ、拠点設備の強化を進めている。 

 

東京電力(本社安全推進室) 

塩害対策や地中化を進めているが、復旧は道路通行に

依存し、輸送障害が最大の制約。内閣府報告書よりも経

産省レポートを重視するなど、国の指針との温度差があ

る。 

 

4.4 課題の整理 

 

国の方針と現場の乖離 

「とどまる方針」は理念的には合理的だが、地方自治

体の実装は進まず、埼玉高速鉄道のように方針自体が周

知されていない例もある。 

 

インフラ依存の脆弱性 

電力・通信・交通の維持が在宅避難の前提だが、事業

者ごとの対応方針に差があり、横断的調整が欠如してい

る。 

 

東京都と鹿児島市の差異 

東京都は机上による科学的検証を基盤とし、鹿児島市

は住民参加型・量的対応を徹底。経験の有無が危機認識

と制度整備に大きな影響を与えている。 

 

共助体制の不足 

鹿児島市では市民と行政の協働が進むが、首都圏では

共助枠組みが未成熟で、住民意識の低さが制度整備を阻

害している。 

 

4.5 小結 

 

本章では、国の降灰対策方針として示された「とどま

る」戦略が、現実の行政・民間レベルにおいてどのよう

に受容・実装されているかを明らかにしてきた。その結

果、以下のような共通課題と構造的な問題が浮き彫りと

なった。 

 第一に、国のガイドラインやシミュレーションが存在

していても、それが地方自治体や民間事業者にまで十分

に伝達されておらず、実務レベルでの認識・対策に結び

ついていないことである。把握していないケースは、災

害対応計画の垂直的な断絶を象徴している。 

第二に、地方自治体では降灰被害に対する具体的な計

画・マニュアルの整備が進んでおらず、多くは検討段階

にとどまっている。 

 第三に、インフラ事業者間の対応水準や情報共有のば

らつきである。J 

 第四に、仮に東京都のように先進的な取り組みが存在

したとしても、それが近隣自治体に波及・展開していな

いという現実である。 

 最後に、鹿児島市との比較を通じて明らかになったの

は、実体験を伴わない都市圏では火山灰リスクが「他人

事」として扱われてしまう傾向である。 

 以上の課題を総合的に考慮すれば、「とどまる方針」

は理念としては合理的であっても、現在の制度・組織・

社会的基盤においては、実行可能性に深刻な疑問が残

る。第5章では、これまでの分析を踏まえて、実効性あ

る降灰対策の方向性と制度的再設計のあり方について

提言を行う。 

 

第5章 政策提言 

 

―復旧を加速する段階的域外避難戦略の法制度化― 

 

5.1 序論 ―既存法制度の限界と「復旧を加速する避難

戦略」の必要性 

 

本研究は、富士山噴火による首都圏広域降灰災害を対

象に、現行の防災法制度の限界を明らかにしてきた。特



 

に内閣府令和7年報告書が打ち出した「とどまる方針」

は、都市構造の脆弱性や社会インフラの実態、災害弱者

への影響を十分に考慮していない。首都圏では、降灰に

よって道路交通は麻痺し、鉄道は長期運休、物流は停滞

する。これらが生じた後の在宅避難は孤立を意味し、域

外避難も困難化する。 

 

そこで本研究が提案する「段階的域外避難」の核心は、

「在宅か避難か」の二分法を超え、社会インフラが機能

している間に早期の域外避難を制度化することにある。

さらに、この避難を単なる緊急措置ではなく、住民を安

全に退避させることで除灰や道路啓開に行政資源を集

中させ、結果として復旧・復興を加速させる「積極的防

災戦略」と位置づける点に特徴がある。住民帰還を見据

えた制度的保証を備えることこそが、都市レジリエンス

を高める鍵である。 

 

5.2 「段階的域外避難」を可能にする法制度 

 

第一に、災害対策基本法の改正が必要である。火山降

灰災害を「避難の原則」に明示し、段階的域外避難を条

文化する。災害弱者（高齢者、医療依存者等）の事前把

握、噴火前段階での域外避難勧告、受け入れ自治体との

事前調整を都道府県に義務づける条文を追加すべきで

ある。 

 

さらに新法「広域降灰避難・処理推進法（仮称）」を

創設し、前兆段階からの避難トリガーを法定化する。広

域受け入れ自治体への交付金や臨時医療拠点の設置支

援を明文化し、避難から復旧までを一貫して規定する。

責任を市町村に一任せず、都道府県と国が多段階の指揮

系統を担う枠組みを明記することが不可欠である。 

 

5.3 除灰・仮置場・処分体制の立法化 

 

降灰の処理は、従来の震災がれきとは異なる特性を持

つ。したがって、廃棄物処理法に特例を設け、火山灰を

災害廃棄物として位置づける必要がある。災害発生後で

はなく事前に、海洋投棄や資源化、埋立処分など多様な

処分方法を合法化し、環境影響評価の仕組みを整えるべ

きである。 

 

また広域仮置場を確保するため、国や都道府県に公有

地を緊急に指定する権限を与える。さらに越境処理を認

め、埼玉・千葉など隣接県との調整を国が仲介する法的

枠組みを整備する。域外避難で住民数が減ることにより

除灰が効率化し、復旧が加速するという制度趣旨を盛り

込むことが望ましい。 

 

5.4 民間除灰事業の責任分担と補償 

 

首都圏の広域除灰には民間の力を活用せざるを得な

い。だが二次飛散や粉塵被害、事故の責任所在が曖昧な

ままでは委託は進まない。国が標準契約ひな形を作成

し、損害が生じた場合は国庫補填基金を活用できる制度

を整備することが必要である。これにより担い手不足を

補い、避難と組み合わせて人員確保と効率化を進めるこ

とができる。 

 

5.5 財源措置と複数年度交付金 

 

降灰災害を激甚災害の対象として明示し、交通遮断や

物流麻痺の段階で早期指定できるようにするべきであ

る。除灰や仮置場確保、処分輸送、域外避難に要する費

用を複数年度にわたって国庫負担とし、自治体財政を安

定化させる必要がある。さらに、域外避難によって避難

所運営費や医療費が分散されることを法的に裏付ける

ことで、財政負担を平準化できる。 

 

5.6 BCP義務化と合同訓練 

 

鉄道、電力、通信など基幹インフラ事業者に、火山噴

火を想定した BCP の策定義務を課すべきである。さら

に、内閣府主導で自治体と民間事業者が参加する「広域

降灰避難・除灰合同訓練」を制度化し、避難と復旧作業

を一体的に訓練する仕組みを整える。道路スイーパーな

ど降灰対応機材の整備も併せて推進することで、噴火前

から実効性ある備えを確立できる。 

 

5.7 広域調整機関の新設 

 

内閣府内に「広域降灰対策局（仮称）」を設置し、避

難発令、仮置場指定、除灰調整、民間委託監督を一元化

する。現行の内閣官房危機管理体制では権限と予算が分

散しており、災害規模に応じた即応性を欠く。新設機関

が受け入れ先調整から帰還計画までを主導し、被災自治

体と受け入れ自治体の役割分担を制度的に支える体制

を築く必要がある。 

 

5.8 結語 

 

以上の提言は、段階的域外避難と広域除灰体制を軸

に、火山噴火災害に特化した制度整備を図るものであ

る。それは単なる住民退避策ではなく、都市機能の低下

を抑え、復旧を加速する積極的防災戦略である。在宅避

難に伴う孤立やインフラ麻痺を防ぎ、住民が安全に退避

することで、除灰・啓開に人員と資源を集中させられる。

結果として復旧基盤が早期に整い、段階的かつ計画的な

帰還を支える道筋が確保される。 

 



 

「とどまる方針」が抱える机上論の限界を克服し、火山

災害に特化した法制度・財源措置・広域連携を確立する

ことこそ、都市レジリエンスを実質的に機能させる要件

である。本提言は、富士山噴火という日本特有のリスク

を乗り越えるために、「避難から復興までを一貫して支

える法制度」の確立を目指すものであり、その意義は大

きい。 

 

終章 結論 

1. 研究の総括 

 

本論文は、富士山噴火による首都圏への広域降灰災害

を対象に、その制度的課題と政策的対応の方向性を明ら

かにすることを目的とした。序章において示した問題意

識は、「首都圏における降灰災害対策が依然として不十

分であり、国家の中枢機能や市民生活を直撃するリスク

に対して制度設計が追いついていない」という点にあっ

た。 

第 1 章では火山災害研究の歴史的展開と降灰災害特

性を整理し、第2章では国内外の先行事例を比較しつつ

現行制度の到達点を描き、第3章・第4章では現行方針

の限界と事例分析から制度的課題を抽出した。その上で

第5章では具体的な政策提言を行った。これらの成果を

統合すると、結論は「現行の防災政策枠組みを前提にし

た延長線上の対応では不十分であり、富士山噴火を国家

的危機と位置づけた抜本的対策が必要である」という一

点に収斂する。 

 

2. 降灰災害の特性と「在宅避難」限界 

 

本研究を通じて明らかになった最も重要な知見は、火

山灰が単なる「生活の不便」ではなく、都市システムそ

のものを麻痺させる「複合的リスク」であるという点で

ある。電力供給の遮断、鉄道運休、浄水場停止、医療逼

迫、物流停止、金融機能の麻痺──これらは同時多発的

に生じ、首都圏の持続性を根底から揺るがす。 

それにもかかわらず、政府が掲げる在宅避難方針は

「住宅被害を伴わない」という地震災害の発想に依拠し

ており、降灰による都市機能不全を想定していない。こ

のミスマッチは制度設計の構造的欠陥であり、首都圏に

おいて「避難所・分散避難・在宅避難」を組み合わせた

多層的戦略に転換する必要がある。 

 

3. 仮置場・除灰体制の欠如 

 

また、降灰災害への対応で最大の空白は、除灰と仮置

場制度である。灰は時間の経過とともに硬化し、清掃困

難性を増すため、迅速な除去が不可欠である。鹿児島市

の経験が示すように、除灰は「住民参加＋自治体主導＋

民間委託」の三位一体でなければ成立しない。 

しかし首都圏では、国・都県・市区町村の間で仮置場

の事前指定や処理ルートの合意形成が進んでいない。こ

れは「処分場をめぐる政治的抵抗」と「費用負担をめぐ

る不透明性」に起因する。政策提言で述べたように、国

が主導して広域的ネットワークを制度化し、財政基金を

設けることが不可欠である。 

 

4. 統治構造の課題 

 

さらに、降灰災害はその性質上、自治体単独での対応

が不可能である。灰は行政境界を越えて降り積もり、都

市間の依存性が高い首都圏では、広域連携が必須であ

る。しかし現行制度では、災害対策基本法のもとで各自

治体が個別に対策本部を設置する仕組みとなっており、

調整機能が不十分である。 

本研究では、東京都の先進的試行と他自治体の遅れの

ギャップ、さらには鹿児島市との比較から、この「調整

不全」が大きな制度的ボトルネックであることを指摘し

た。したがって、国がリーダーシップを発揮し、「首都

圏広域降灰対策協議会」の常設化や訓練の義務化を制度

化することが不可欠である。 

 

5. 社会的合意形成の重要性 

 

降灰災害は、他の自然災害と比べ「見えにくい」「緊

急性が伝わりにくい」という特性を持つ。そのため、政

治的優先順位が低く設定されやすい。しかし、リスクの

発生確率と被害規模を考えれば、首都直下地震に並ぶ国

家的脅威であることは明白である。本研究の結論は、「政

治がどれだけ事前に社会的合意形成を主導できるかが

成否を決する」という点にある。 

仮置場の設置や避難制度の転換は、住民理解を前提に

しなければならない。住民参加型の除灰モデル、地域防

災教育、SNSを活用した広報体制──これらは単なる周

辺施策ではなく、制度実効性を支える基盤そのものであ

る。 

 

6. 学術的貢献 

 

学術的に本研究の貢献は、第一に「都市型降灰災害」

という新しい研究分野を政策科学的に体系化した点に

ある。従来は火山学や防災工学の技術的研究が中心であ

ったが、本論文は制度設計・統治構造・社会的合意の観

点から課題を提示した。第二に、鹿児島市の事例研究と

東京都の試行を比較することで、「地域社会と首都圏」

という異なるスケールの防災政策を架橋した点も意義

深い。第三に、国際比較の導入により、日本における制

度的遅れを相対化し、改善の方向性を示した。 

 

7. 今後の課題 



 

 

一方で、本研究にも限界がある。第一に、富士山噴火

の発生時期や規模は科学的に不確定であり、シナリオ分

析には幅がある。第二に、政策提言の実効性を検証する

には、行政・民間・住民を交えた実証的研究が必要であ

る。第三に、財政負担や政治的利害を超えた合意形成の

方法論については、今後の課題として残された。 

したがって、本研究は「制度的問題を提示し、政策的

方向性を示した」という段階に位置づけられる。今後は、

より実践的なシミュレーションや行政実験を通じて検

証を深める必要がある。 

 

8. 結論 

 

本研究は、「とどまる方針」がいかにして社会的に支

えられているのか、また現実には制度的脆弱性を抱えて

いるのかを明らかにした。 

災害の際に「とどまれば大丈夫」という楽観的な想定

に依拠した政策は、結果として脆弱層の孤立を招きかね

ない。「とどまることの困難さ」という現実を直視し、

多層的な支援と都市構造の再設計を含めた社会全体の

備えを問い直すことが不可欠である。 

私たちは、火山と共存する都市として、低頻度・高影

響リスクにどう備えるべきか。本研究がその問いを投げ

かけ、制度論と都市計画の両面から次世代の災害レジリ

エンスに貢献すると考える。 
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